
様式１  申請に対する処分（審査基準・標準処理期限の設定）について  
高圧ガス貯蔵所の設置の許可  

 
所管所属  消防チーム 

根拠条文  
 高圧ガス保安法第１６条第１項  
  要請３００立方メートル（当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するもの
である場合にあっては、当該政令で定めるガスの種類ごとに３００立方メートル
を超える政令で定める値）以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府
県知事の許可を受けて設置する貯蔵所（以下「第１種貯蔵所」という。）におい
てしなければならない。ただし、第１種製造者が第５条第１項の許可を受けたと
ことに従って高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第６条の液化石油ガ
ス販売事業者が液化石油ガス法第２条第４項の供給設備若しくは液化石油ガス
法第３条第２項第３号の貯蔵施設において液化石油ガス法第２条第１項の液化
石油ガスを貯蔵するときは、この限りではない。  

 ３ 第１項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガス又は液化ガス及び圧縮
ガスであるときは、液化ガス１０キログラムをもって容積１立方メートルとみ
なして、動向の規定を適用する。  

 
審査基準  
 １ （法律上の規定による基準）  
 高圧ガス保安法第１６条第２項  
  都道府県知事は、前項の許可の申請があった場合において、その第１種貯蔵所
の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認める
ときは、許可を与えなければならない。  

 一般高圧ガス保安規則第２１条～第２３条  
 液化石油ガス保安規則第２２条～第２４条  
 
 ２ （審査基準）  
 高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について  
 （平成１９・０６・１８原院第２号）  
  法第１６条関係  
 
 
 
 
 一般高圧ガス保安規則関係例示基準（平成１３・０３・２３原院第１号）  
 液化石油ガス保安規則関係例示基準（平成１３・０３・２３原院第２号）  
  
 
 
 
 
 
 
 
標準処理  
期間  
 
 
 
 
 
 
 
 

標 準 処 理 期 間 の 内 訳  備 考  標準処理機関  
受 付  処 理  

機関   機関  消防チーム   
１４日  期間   期間  １４日  

 


